
06

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在
で
バ
イ

ク
や
軽
自
動
車
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
か
た

に
全
額
課
税
さ
れ
ま
す
。
廃
車
し
た
い
バ
イ

ク
や
軽
自
動
車
な
ど
を
お
持
ち
の
か
た
は
、

４
月
１
日
(木)
ま
で
に
廃
車
の
申
告
を
お
済
ま

せ
く
だ
さ
い
。
４
月
２
日
以
降
に
申
告
し
た

場
合
は
、
１
年
分
の
税
金
が
か
か
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

３
月
中
旬
以
降
は
関
係
機
関
が
混
み
あ
い

ま
す
の
で
、
販
売
店
な
ど
に
申
告
手
続
を
代

行
し
て
も
ら
う
場
合
は
お
早
め
に
ど
う
ぞ
。

廃
車
申
告
の
受
付
場
所

◆
原
動
機
付
自
転
車(

125
㏄
以
下
の
バ
イ

ク)

、
小
型
特
殊
自
動
車(

農
耕
作
業
用
の
も

の
を
含
む)

な
ど
…
市
民
税
課
税
制
担
当
・

13
番
窓
口tel (

８
６
６)

２
０
５
４

◆
四
輪
の
軽
自
動
車
、
軽
二
輪(
125
㏄
超
250

㏄
以
下
の
バ
イ
ク)

…
県
軽
自
動
車
協
会(

秋

田
運
輸
支
局
向
か
い)tel (

８
６
２)

６
２
１
９

◆
二
輪
の
小
型
自
動
車(

250
㏄
超
の
バ
イ
ク)

…
秋
田
運
輸
支
局tel (

８
６
３)

５
８
１
１

平
成
16
年
度
分
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

を
、
地
区
ご
と
の
日
程
に
し
た
が
っ
て
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
広
報
あ
き
た
１

月
23
日
号
７
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
お
住
ま
い
の
地
区
の
指
定
日
に
申

告
で
き
な
か
っ
た
か
た
は
、
３
月
15
日
(月)
ま

で
市
役
所
分
館
４
階
で
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。
受
付
期
間
終
了
間
際
に
な
る
と
、
会
場

が
混
み
あ
い
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
市
民
税
課
個
人
市
民
税
担

当tel (

８
６
６)

２
０
５
５

市
交
通
局
の
企
業
用
地
を
公
売
し
ま
す
。

説
明
会
は
、
現
地
に
直
接
お
い
で
く
だ
さ
い
。

■
売
却
土
地

①
金
足
堀
内
字
神
田
27
番
３
他
一
筆(

雑
種

地)

…
説
明
会
は
３
月
８
日
(月)
午
前
10
時
〜

②
飯
島
字
田
尻
堰
越
679
番
他
一
筆(

宅
地)

…

説
明
会
は
３
月
８
日
(月)
午
後
１
時
〜

■
入
札
日
時

３
月
15
日
(月)
午
前
11
時(

受

け
付
け
は
午
前
10
時
か
ら)

■
会
場

市
交
通
局
管
理
棟
第
一
会
議
室

■
入
札
保
証
金

入
札
金
額
の
100
分
の
５
以
上

●
問
い
合
わ
せ
　
交
通
局
管
理
課

tel (

８
６
２)

３
８
９
１

消
費
生
活
に
関
心
が
高
く
、
次
の
項
目
に

積
極
的
に
協
力
で
き
る
20
歳
以
上
の
か
た
が

対
象
で
す
。
定
員
15
人
で
、
任
期
は
１
年
。

過
去
に
秋
田
市
消
費
者
モ
ニ
タ
ー
を
経
験
し

た
か
た
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

■
協
力
項
目
…
①
地
域
に
お
け
る
生
活
関
連

商
品
な
ど
の
調
査
報
告
②
消
費
生
活
に
関
す

る
意
見
、
苦
情
、
要
望
の
報
告
③
市
が
主
催

す
る
消
費
生
活
に
関
す
る
研
修
会
へ
の
出
席

(

年
５
、
６
回)

■
申
し
込
み

は
が
き
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス

で
、
住
所
、
氏
名(

ふ
り
が
な)

、
性
別
、
年

齢
、
職
業
、
電
話
番
号
、
消
費
生
活
に
つ
い

て
関
心
の
あ
る
こ
と
を
100
字
程
度
に
ま
と

め
、
３
月
12
日
(金)
ま
で
、
〒
０
１
０
‐
８
５

６
０
秋
田
市
生
活
課
消
費
生
活
担
当
へ
。

フ
ァ
ク
ス(

８
６
６)

２
４
１
５

●
問
い
合
わ
せ
　
生
活
課

tel (

８
６
６)

２
０
７
４

こ
の
た
び
「
秋
田
市
の
後
援
等
に
係
る
事

務
取
扱
要
綱
」
を
改
正
し
、
市
が
賞
品
を
交

付
で
き
る
事
業
を
原
則
「
市
が
協
賛
又
は
共

催
す
る
事
業
」
と
変
更
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
16
年
度
か
ら
は
、
市
が
後
援
す
る
事
業

に
は
賞
品
を
交
付
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

な
お
、
市
が
後
援
な
ど
の
名
義
使
用
を
認

め
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
主
催
団
体
で
賞
品

を
ご
準
備
い
た
だ
け
れ
ば
「
秋
田
市
長
賞
」

な
ど
の
名
義
使
用
は
可
能
で
す
。

ま
た
、
賞
状
の
市
長
印
も
今
ま
で
ど
お
り

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-

市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
を
お
忘
れ
な
く

２

人口 16.２.１現在

●人口／318,240人(＋15)
●男／151,604人(＋14)
●女／166,636人(＋ 1)
１月分・出生 221人

・死亡 223人
・転入 546人
・転出 529人

（ ）内は前月比

●世帯／126,779世帯(＋８)

３
企
業
用
地
を
公
売

秋
田
市
消
費
者
モ
ニ
タ

ー
を
募
集

４

市
が
後
援
す
る
事
業
へ
の

賞
品
の
交
付
が

な
く
な
り
ま
す

５

バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
の

廃
車
申
告
を
お
忘
れ
な
く

１



押
印
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
総
務
課

tel (

８
６
６)

２
０
０
７

３
月
１
日
(月)
か
ら
20
日
(土)
ま
で
、
旧
国
道

の
面
影
橋
付
近
か
ら
み
そ
の
ホ
ー
ム
ま
で
の

区
間
で
水
道
工
事
に
と
も
な
う
舗
装
復
旧
工

事
を
行
い
ま
す
。
時
間
は
、
午
前
９
時
〜
午

後
４
時(

一
部
夜
間)

。

工
事
期
間
中
は
、
規
制
な
ど
に
と
も
な
い

渋
滞
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
車
両
の
迂
回

な
ど
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
水
道
局
建
設
課

tel (

８
２
３)

８
４
３
５

面
影
橋
〜
み
そ
の
ホ
ー
ム
間

水
道
工
事
に
ご
協
力
を

６

佐藤武志包括外部監査人による平成
15年度の市の事務事業の監査結果の報
告がありました。包括外部監査は、市
の事務処理が適正に行われているか
を、市の組織に属さない独立した立場
の監査人がチェックするものです。
今回は、下記の２項目について監査

が行われ、おもに次のような意見をい
ただきました。市では意見の内容を検
討し、順次改善を進めていきます。

下水処理(下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化
槽事業)に関する事務の執行および事業の管理について

平成15年度の明るい選挙啓発ポ
スターコンクールの入賞作品が決
まりました。対象は市内の小・中
学生、応募作品は22点でした。

秋田市選挙管理委員会委員長賞 池内いずみさん(城南中３年)
秋田市明るい選挙推進協議会会長賞 長沼侑奈さん(築山小５年)
秋田市選挙管理委員会事務局長賞 菊地咲さん(土崎中１年)

〃　　　　　　 藤田春菜さん(土崎中１年)
入選 渡部菜摘さん(築山小５年)、佐藤寛子さん(築山小５年)

池
内
い
ず
み
さ
ん
の
作
品

公の施設(秋田テルサ、サンライフ秋田、緑
地管理公社)の管理委託および管理する出
資団体の事務の執行、管理の状況について

●下水道、農業集落排水の整備には多額の地方債が費や
され、また、使用料収入で賄いきれない支出には、市
の一般会計から毎年度繰入れが行われていることなど
から、効率的な事業運営と経費削減が望まれる。
●汚水処理費用を回収するため、受益者(使用者)に適正
な使用料負担を求めていく必要がある。
●農業集落排水事業については、経理内容を明らかにす
るため、公営企業会計への移行が望ましく、上下水道
事業への統合も視野に入れ、検討する必要がある。

●施設の財政状態や運営成果、住民サービス
の費用などを知るため、施設におけるすべ
ての収入と費用を表した計算書を作成することが有用。
●テルサとサンライフの管理運営は、市勤労者福祉振興
協会に委託しているが、委託料が、利用料収入などで
賄いきれない費用を補てんする形で決められている。
委託料は、本来各業務の運営にかかわる費用を見積も
り、算出すべきものであり、両施設の委託料の積算方
法などの見直しが必要である。
●緑地管理公社が行う公園緑地の除草や清掃などは、他
の民間業者でも行えるものであることなどから、公社
が行う業務は、行政補完業務であるという必然性を、
一層打ち出した運営を行っていく必要がある。

１

２

風致地区における
規制内容が変わります
城跡や公園などの風致地区では、自然景観を維持

するため、建物の建ぺい率や高さ、宅地造成をする
際の植栽などが秋田県条例で規制されています。こ
のたび、この県条例が改正(公布は３月末、施行は
５月の予定)され、新たな規制内容が加わります。

市
内
の
風
致
地
区

●城跡(千秋公園周辺) ●金照寺山　●勝平山
●高清水(公園内) ●手形山(公園内と周辺)
●焼山(高清水公園西側) ●浜ナシ山(一部)
●大森山　●金足(小泉潟公園の一部とその北側)

新たに規制される行為 許可の基準など

屋外における土石、
廃棄物または再生
資源の堆積

・風致景観に支障をおよぼすお
それが少ないこと

・堆積物がくずれ、飛散・流出
のおそれがないこと　など

新築の際の植栽 ・敷地面積に対し、10％相当を
緑化すること

宅地の造成などに
おける樹木の保全
または植栽の面積

・緑地が保全され、または適切
な植栽が行われる緑地の割合
が、宅地造成などの土地面積
に対し、風致地区の状況によ
り、20％以上、30％以上、
40％以上に区分すること

問い合わせ
県都市計画課都市管理班tel(860)2442
市都市計画課開発指導担当tel(866)2155

千
秋
公
園

包
括
外
部
監
査
結
果
報
告

下
水
処
理
、公
共
施
設
の

管
理
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク

秋田テルサ
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